
お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
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388‐1114
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388‐1119
388‐1175
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福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサ ービス
防災行政無線アンサーバック

（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス

（羽島郡内の火災発生状況を
聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

■資源ごみ回収所
　町内会の資源集団回収のほか、資源再
生と排出の利便性向上のため、次の施設
でも資源ごみを回収しています。

「カンやビンのふた」は、アルミ製やスチール製で
も「不燃ごみ」で出すのが町のルールです。
※ふたも可能であった頃に中身入りで出されるルール
違反が多々あったため、現在のルールになりました。

c環境経済課　☎388‐1114

回収場所
笠松中央交流センター
松枝交流センター
総合交流センター

利用可能日時
午前9時～午後5時
（年末年始を除く）

※悪天候の時は閉鎖します

出 し 方 分別の仕方や注意点は、町内会の資源集団回収と同じです。回収所には、回収品目別
に、カゴなどが設置してありますので、汚れが無いものをご自身で投入してください。

回 収 品 目
●カン
　①アルミ缶
　②スチール缶
　③スプレー缶
　　カセットボンベ

●ビン
　①無色透明
　②茶色
　③その他の色
●ペットボトル

●プラスチック製容器包装
　①食品トレイや袋など
　②発泡スチロール
　　（30cmほどの大きさ）
●蛍光管

●乾電池
　①使い切りタイプ
　　（アルカリ・マンガン）
　②充電式電池
　③ボタン電池

資源ごみ回収所では出せません（よくあるルール違反）

可燃ごみ
　  マークの無い、プラスチック製品
ハンガー、バケツ、ザル、CDケース、
クリアファイル、PPバンド、おもちゃ

不燃ごみ
ガラス製品（コップ、皿）、陶器、割れたビン、
割れた蛍光管、LED電球、カン・ビンのふた

古紙類・古着
新聞、雑誌、牛乳パック、ダンボール、古着

汚れの落ちないもの
汚れていると資源としてリサイクルできません。
悪臭の原因になります。
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成年後見制度に関する相談会のご案内
　認知症、知的障がい、精神障がいのため、判断能力が十分でな
い方が、安心して生活できるよう、福祉サービスの契約や金銭管
理など、その方を守るために成年後見制度があります。
　成年後見制度を知りたい、申し立ての手続き方法を知りたいな
ど、社会福祉士による相談会を開催します。

9月25日（木）午後1時30分～3時
役場第1会議室 相談費用　無料

1件当たり30分以内　　申込　予約優先
c福祉子ども課　☎388‐1116

労災職業病　無料健康相談会
　「振動工具を使って、手や腕にしびれがある。」、「騒音現場に
勤め、聞きづらい。」、「粉じん職場に勤め、呼吸がしにくい。」など
の症状は職業病かもしれません。少しでも気になる方は、お気軽
にご相談ください。

9月27日（土） 午前10時～午後3時
笠松中央交流センター集会室　　後援　笠松町

c全日本建設交運一般労働組合岐阜農林建設連合支部
　☎0120‐661‐224

生活騒音の近隣への配慮を
　私たちの身近には、色々な音があります。迷惑に感じる音を総称
して生活騒音と呼んでいます。
　誰もが生活騒音の加害者・被害者になる可能性があり、時に円
滑な近所付き合いに支障をきたすことも考えられます。
　日ごろから音に注意を払い、家電や楽器の使用などについて配
慮と工夫をしましょう。
c環境経済課　☎388‐1114

野焼きはやめましょう
　基準に適合した焼却炉などを用いず、ごみを野外で焼却（野焼
き）することは原則禁止されています。ごみは分別し、決められた
収集日に出しましょう。
　例外になる焼却（農業のための焼却など）であっても、時間帯
や天候などに十分配慮しましょう。生活環境上の支障を与え、周
辺住民から苦情や相談があれば、職員が焼却中止の指導やお願
いに伺う場合があります。
c環境経済課　☎388‐1114

日時
場所

日時
場所
相談時間

お　願　い

Columnコラム ごみを減らしましょう

町からのお知らせ

各種証明書の取得は、
（住民票・印鑑・税）

が便利です！
コンビニ交付コンビニ交付コンビニ交付
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